
平成 ２１年 ９月 ３０日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２３年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 98.3 100.3 102.0 102.3 102.5

職員給与費比率 71.2 71.9 68.8 68.8 68.8

病床利用率 70.2 75.0 76.7 76.7 76.7

医業収支比率 88.5 90.5 93.0 93.5 93.6

上記目標数値設定の考え方

病 床 数 一般：２５３床　　精神：１３０床　　合計：３８３床

診療科目

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

　効率的な運営を行った上で、病院負担が困難な経費や病院負担とすることが適当で
ない経費について、一定の基準に従って県の一般会計が負担する。
　（主なもの）
　・救急医療の経費の一部
　・精神神経科部門の経費の一部
　・総合病院高額器械導入負担の一部
　・高度医療器械利息分

(別紙４） 公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名 新潟県

プ　ラ　ン　の　名　称 新潟県病院事業の取組方針

内科、精神科、神経科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

　　平成21年度当初予算をベースに設定

（経常黒字化の目標年度：　　年度）

策　　　　定　　　　日

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

病 院 名 新潟県立小出病院

所 在 地 新潟県魚沼市日渡新田３４

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

・魚沼基幹病院構想に資するための高度医療機能の蓄積を開始する。
・魚沼地域医療の医事に資するための地域連携機能を構築する。
・この地域の医療体制の中で当院の置かれた役割と機能を明確にし、その医療サービ
 スを充実すると共に、魚沼地域の中核病院として急性期医療、救急医療及び災害時
 医療機能の充実を目指す。
・精神科は広域の医療をカバーする。



団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １８年度 76.9% 1９年度 70.2% ２０年度 75.0%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築
計画の状況等

新潟県
（新潟県立小出病院）

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

○ ＢＳＣ（バランス・スコアカード）を活用した戦略的マネジメントシステムの導入

○ 業務内容の見直しによる効率化を図り、栄養士の勤務体制や調理師の勤務配置
　を変更し、超過勤務時間の削減を図る。
○ 病院敷地内除草作業について、職員のボランティア作業を実施することにより、
　委託料を削減する。

○ 外来診療から病院の本来業務である入院医療へシフトすることにより、医療資源を
　有効活用し、入院収益の増加を図る。
○ 亜急性期入院医療管理料により収益確保を図る。
○ 各種診療報酬の算定
○ 病・薬連携を強化し、患者サービスの低下を来すことなく外来業務を院外にシフト
　することにより、後期高齢者を含めた薬剤管理指導の充実及び普及を図る。
○ 迅速検査率を高め収益確保を図る。
○ ＭＲＩの使用効率を改善・強化し収益確保を図る。

○ 地域の医療機関との連携を強化し、患者情報の共有化を図り、地域に求められる
　医療を提供する。（地域医療連携室の機能強化、診療所との一次、二次医療のすみ
　分けの推進）
○ 精神科救急及び身体合併症を有する患者の治療に専念できる医療環境を整える。

各年度の収支計画

そ
の
他
の
特
記
事
項



団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

新潟県
（新潟県立小出病院）

（該当箇所に

＜内　容＞
○　魚沼基幹病院（仮称）は、平成27年６月開院に向けて基
　本設計に着手

○　基幹病院の整備に伴う六日町病院及び小出病院のあり
　方については、地元市での検討・議論に委ねる。
○　県立病院としては、下記の点について検討を進める。
　①六日町病院、小出病院の地元市への移譲条件
　②基幹病院開院までの診療機能の維持
　③県立廃止に伴う職員の処遇

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

魚沼医療圏の公立病院（〔〕内数値は、合計病床数）
　【魚沼市】県立小出〔383〕、市立堀之内〔84〕
　【南魚沼市】県立六日町〔199〕、市立ゆきぐに大和〔199〕、市立城内〔25〕
　【湯沢町】湯沢保健医療センター〔90〕
　【十日町市】県立松代〔55〕、県立十日町〔275〕　　【津南町】町立津南〔114〕

都道府県医療計画等における
今後の方向性

　県立六日町、県立小出及び市立ゆきぐに大和の３病院を、地域の拠点的医療を担う
「基幹病院」と、住民に身近な医療を担う「周辺病院」に再編し機能分担を図ることによ
り、これまで地域に不足していた救命救急医療や高度医療を確保するとともに、医師に
とって魅力ある勤務環境・研修環境等を整備することで基幹病院に多くの医師を確保
し、周辺病院に派遣する仕組み等を構築することで、地域全体の医療水準の向上、持
続可能な医療提供体制の構築を目指す。

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

＜時　期＞
平成21年度

平成22年度～

その他特記事項

経営形態見直し計画の概要
＜時　期＞ ＜内　容＞

　基幹病院整備に伴い、県立小出病院は魚沼市に移譲す
る。
　魚沼市が、市民に身近な医療を保健、介護、福祉等と一
体的に確保し、予防からリハビリまで地域で総合的な健康づ
くりが可能となる体制づくりに向け、経営形態を含めて医療
提供体制を再構築する。

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

　県病院局ホームページ上で公表
　各病院における取組や収支見込みについては、四半期ごとに点検し、必要に応じて
修正を加えることとしている。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

経営形態の見直し（検討）の方向
性

点検・評価の時期(毎年○月
頃等）

　四半期ごとに点検・評価を行う。

（該当箇所に

討中の場合は複数可）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

地方独立行政法人



(別紙） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 4,637 4,326 4,253 4,476 4,474 4,474

(1) 4,480 4,171 4,096 4,307 4,307 4,307

(2) 157 155 157 169 167 167

66 78 77 91 88 88

２. 624 628 605 609 561 559

(1) 585 595 566 545 528 526

(2) 1 1 1 1 1 1

(3) 38 32 38 63 32 32

(A) 5,261 4,954 4,858 5,085 5,035 5,033

１. ｂ 5,092 4,888 4,701 4,811 4,787 4,781

(1) ｃ 3,169 3,081 3,058 3,079 3,079 3,079

(2) 1,091 1,001 813 841 841 841

(3) 615 619 663 698 675 675

(4) 190 168 147 164 163 157

(5) 27 19 20 29 29 29

２. 158 152 141 172 135 128

(1) 119 114 104 104 98 91

(2) 39 38 37 68 37 37

(B) 5,250 5,040 4,842 4,983 4,922 4,909

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 11 -86 16 102 113 124

１. (D)

２. (E)

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 0 0 0 0 0

11 -86 16 102 113 124

(G) 23 109 93 -9 -122 -246

(ｱ)

(ｲ)

　

(ｳ)

（※）

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）

　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

23年度19年度（実績） 20年度（実績） 21年度（見込） 22年度

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

経 常 収 益

18年度(実績)

医 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

不 良 債 務

経 常 費 用

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

純 損 益 (C)＋(F)

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

又 は 未 発 行 の 額

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

差引 0 0(ｵ) 0 0 0 0
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

単 年 度 資 金 不 足 額

経 常 収 支 比 率 ×100 100.2 98.3 100.3 102.0 102.3 102.5

不 良 債 務 比 率 ×100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

医 業 収 支 比 率 ×100 91.1 88.5

職員給与費対医業収益比率 ×100 68.3 71.2

93.5 93.6

71.9 68.8 68.8 68.8

90.5 93.0

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

地方財政法上の資金不足の割合 ×100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

病 床 利 用 率 76.9 70.2 75.0 76.7 76.7 76.7

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の資
金不足比率

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

新潟県
（新潟県立小出病院）

病院ごとの計画なし
新潟県病院事業会計（15病院計）「収支計画」のとおり



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 86 117 233 49 98 98

２.

３. 36 57 29 94 93

４. 44

５. 2

６.

７. 1 1

(a) 122 219 264 50 192 191

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 122 219 264 50 192 191

１. 94 65 244 51 121 121

２. 191 276 223 239 243 241

３.

４.

(B) 285 341 467 290 364 362

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 163 122 203 240 172 171

１. 163 122 203 240 172 171

２.

３.

４.

(D) 163 122 203 240 172 171

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(3,677) (5,731) (17,450) (8,715) (8,451) (8,415)

650,818 672,591 643,088 636,143 616,885 614,239

(0) (492) (2,110) (0) (0) (0)

36,247 57,241 31,496 0 93,623 92,830

(3,677) (6,223) (19,560) (8,715) (8,451) (8,415)

687,065 729,832 674,584 636,143 710,508 707,069

（注）
1
2

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（実績） 21年度（見込） 22年度 23年度

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

(b)
支 出 の 財 源 充 当 額

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

収
　
　
　
　
　
　
入

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F)

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入
金以外の繰入金をいうものであること。

(単位：千円）

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（実績） 21年度（見込） 22年度

新潟県
（新潟県立小出病院）

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

23年度

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

又 は 未 発 行 の 額

実 質 財 源 不 足 額

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。


